
（株）ドコモCS中国 （単位：千円）

現 金 及 び 預 金 4,682 226,682

売 掛 金 738,847 74,489

未 収 入 金 1,017,463 563,008

貯 蔵 品 46,344 624,308

前 払 金 11,588 32,610

前 払 費 用 24,931 1

未 成 工 事 支 出 金 6,231 30,084

預 け 金 1,466,798 18,642

そ の 他 の 流 動 資 産 961

3,317,846 1,569,823

（有形固定資産） （ 1,048,345 ） 1,954,839

建 物 184,871 176,763

機 械 及 び 装 置 0 452

車 両 運 搬 具 0 16,519

工具・器具及び備品 142,742 2,148,572

土 地 465,300 3,718,396

リ ー ス 資 産 248,613

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 6,819 株主資本

（無形固定資産） （ 2,707 ） 30,000

ソ フ ト ウ ェ ア 2,351 60,000

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 356 その他資本剰余金 60,000

（投資その他の資産） （ 1,312,051 ） 1,872,554

出 資 金 19,600 利 益 準 備 金 7,500

繰 延 税 金 資 産 794,865 その他利益剰余金 1,865,054

前 払 年 金 費 用 473,977 繰越利益剰余金 1,865,054

敷 金 ・ 保 証 金 23,610 （うち当期純利益） 324,132

2,363,103 1,962,554

5,680,949 5,680,949

（注）従来、記載金額は千円未満を切り捨てて表示していましたが、当事業年度より千円未満を四捨五入して表示して

います。
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個別注記表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

1．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっています。 

 

2．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっています。 

なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価額については実質残存価額によっています。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっています。 

なお、耐用年数については見積り耐用年数によっています。 

また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっています。  

 (3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

定額法によっています。 

なお、耐用年数についてはリース期間、残存価額については零としています。 

 

3．引当金の計上基準 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している

額を計上しています。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。 

なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しています。 

また、過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しています。 

 

4．収益及び費用の計上基準 

   完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、 

その他の工事契約については工事完成基準を適用しています。なお工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、 

原価比例法によっています。 

 

5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（1）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税は、税抜方式によっています。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税につきましては、全額費用として処理しています。 

  (2) グループ通算制度の適用 

グループ通算制度を適用しています。 
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